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この論稿は1965年 3月から同年 4月にかけて 1カ月あまりの間タイ国において筆者が行なっ

た調査に基づいて書かれたものである｡その後今 日までタイ国税制に関してなされた変化につ

いての情報を若干得ているが,まだ不十分なものであるので,この小論は当時の法的状態を基礎

とするものである｡筆者の行なった調査はごく短期間のものであったので情報収集は必ず しも

十分なものであるといいえないことはい うまでもないが,今後機会をみて補充訂正をなすこと

を期するものである｡タイ国での調査中,タイの大蔵省の役人の方々や京大東南アジア研究セン

ターの関係の方 々をはじめいろいろな人々にど協力をいただいた｡また,京大法学部の福島徳

寿郎教授および大阪外国語大学の矢野暢氏には調査期間中ほとんど行動を共にしていただいて

種 々ど協力をいただいた｡これらの方々のご援助がな くてはもちろんこの小論はありえないも

のである｡記 して深い謝意を表 したいと思 う｡

Ⅰ タイ国税制と税務行政の概要

1. 世界銀行の報告書

よ く知られているように,世界銀行はタイ国政府の要請を受けて 9名からなる調査団をタイ

国に派遣 した｡この調査団は1957年 7月から1958年 6月までの間広汎な調査活動をなした後,

1961年からスター トしたタイ国の経済開発計画の基礎となった公共開発計画に関する報告書を

作成 した (The InternationalBank for Reconstruction and Development, A Public

DevelopmentProgram forThailand,1959)｡この報告書において,タイ国の今後の開発計画

に要する財源を考慮 しての一連の税制および税務行政改善についての勧告がなされていた｡そ

の要点は次のごとくである｡
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｢タイ国の税負担は同じ発展段階の他の多 くの国に比べて低いものがある｡最近の国家税収

は総国民生産の約14%に相当しこの数字は他の極東諸国の多 くの国のそれよりも少ないのであ

る｡ それに加えて個人および法人税 とい う蔽接税の賦課徴収においても他の諸国に遅れている

のであるo これ らの租税は全税収のわずか 70b/を占めるにすぎない｡この結果必要 以 上 に 租

税制度を累過的なものとしているのである｡ このことは一部には直接税の税率構造および法律

上の諸控除の性質によるのであるが,大部分は税務行政と執行の聞題である｡所得税の脱税が

広 くみ られるが,このことは主として税務行政の非効率と貧弱な職員に基づ くものである｡申

告書の十分な調査が行なわれていない｡このために規則的かつ徹底 した調査計画が必要であり,

職員の訓練 も必要である｡このような税務行政の改善に加えて所得税の税率 も変更を要 し,ま

たとくに事業所得の控除が著 しく高すぎる｡一般的な地租が存在するがそれは名目的なものに

とどまり税率 も査定額 も低いものである｡また 自己所有住宅その他不動産の改良に対する租税

が存在 しない｡また相続税 もしくは贈与税も存在 しない｡一般売上税は諜 されているがその執

行は不十分である｡多 くのぜいた く品に対する課税はもっと引き上げるべ きである｡｣(前掲報

告 書 pp.244-247)

多 くの場合,このような税制全体にわたる改革や税務行政の強化改善は種 々の事情によって

簡単には実現 しえないものであることはいうまで もない｡ しか しわが国のようにかなりの変革

を伴 う税制の改正を毎年経験 している者にとってタイ国の事情はやは り若干の驚きを与えるも

のであった｡世界銀行の勧告がなされて以来まだ基本的な制度の改正はなん ら行なわれておら

ず,新 しい租税の創設について もまた既存の税柾について もなん らのみるべ き改革の跡を発見

することができなかったか らである｡大蔵省の各部の局長やタイ銀行の総裁を含む税制改正の

ための委員会が設けられて改正の審議が行なわれていたが,その内容についてはまだ一般に公

表 されていなか った｡ しかしながらとくに新 しい税種の創設がなされなか ったことはタイ困政

府にとって賢明な政策であったかもしれないOいうまで もな く新 しい税種を設けることはそれ

に伴 う税務行政の整備を必要 とするが,この ことが簡単に行なわれえたとは思われないからで

ある｡ 新 しい租税は名 目的なものにとどまっていたかもしれない｡それよりも既存の税につい

てとくに所得税の執行をよ り完全なものに近づける努力のほうが重要であったと思われる｡も

っともこのよ うな努力がどの程度なされてきていたかはまた別の問題である｡

2. 税制と税務行政

所得税,関税および関税を含む間接税のそれぞれ税収全体の中に占める地位を他の東南アジ

ア諸国のそれと比べてみよ う (計算の基礎はいずれも AsianTaxation1964による)｡フィ

リピン (1963年) とイン ドネシア (1963年)についてはそれぞれ三つの比率がフィリピン19.6

%,23.4%,79.6,%およびインドネシア63.5%,16%,61.1%となっている.また所得税と関

税を含む間接税については, シンガポールにおいて (1963年)28%,55%,マレーシアにおい
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出所 :JapanTaxAssociation,AsianTaxation1964(1964)

*会計年度 10月 1日から9月30日まで

ては (1964年)26.3%,62.1%, ラオスにおいてほ (1964年)16.6%,64.1%,カンボジアに

ついては (1964年)関税を含む間接税が74.8% とい う数字にな っている｡ このよ うなタイ国以

外の東南アジア諸国との比較か ら明 らかなよ うに,タイ国の場合,まず第 1に関税を含む間接

税の比率において1962年は90.8%,1963年は88.8%,1964年は87.2% とい うよ うにその率を毎

年低下 させてきているものの,その比率が一番高い ことを知ることがで きるであろうo第 2に

関税だけをとってみるとこの場合 もフィリピン,イン ドネシアおよびカンボジアの諸国に比べ

てその税収中に占める地位が一番高い ことがわかるのであるO最後 に,以上の こととむろん関

連するのであるが,所得税の地位がカンボジアを除 く他の諸国に比べて一番低い所 にあること

が知 られるのである｡他の諸国はいずれ も10%をはるかにこしているのに対 してタイ国の場合

10%にもみたないのである｡事情をよ り明らかにす るために, 日本 と米国の場合の所得税,関

税,関税を含む間接税の三つの構成比を示 してお くと, 日本は (1964年)61.4%, 7%,37.2

%,米国は (1963年)69.1%,1.3%,13.9% とな っているのである｡以上の ことからタイ国

税制全体の特徴は明 らかであろう｡

すなわち, タイ国税制は 著 しい間接税中心主義によ って 支配 されてお り,かつ 間接税のな
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かでも関税の占める比重の大きさによって特徴づけられているのである｡各税種の税収の而か

らの重要性は表によってそれぞれ知ることができるであろう｡税収の第 1位は関税によって占

められている(38.9%)｡関税はタイ国の場合他の開発途上国にもみ られることであるが輸入関

.悦 の み な らず 輸 出 関 税 を も含 む Oゝ こ の う ち 前 者 が 全 体 の 87% を 占 め て い る (こ の 上ヒ率 は Asian

Taxation1966,p.155の数字に よ り計算 したもの)C タイ国の 場合さらに ricepremium

とい ういわゆる隠 された関税が存する｡米の輸出税である｡ 1トン当り550バーツまたは 800

バーツの premium が課されこれが困oj歳入 とされるのである｡1964年で この ricepremium

はほぼ 8億バーツに達するといわれるo通産省 (MinistryofEconomicAffairs)が所管するこ

の収入を加えると関税の占める比率はさらに大きなものとなるのである｡ この ricepremium

はこれまでの伝統によって支持 されているばか りでな く,これを廃止することはけっして農民

の利益になるものではな く華南の利益に帰することになるとい う理由で支持 されているといわ

れている｡関税はその税収中に占める重要性からもうかがえるように,もっぱら歳入本位に構

成 され,いわゆる保護関税としての性格は薄められている｡

税収の第 2位を占める事業税 (businesstax)は,その名称か ら想像 されるところと違 って,

いわゆる売上税 (取引税)たる性質を有するものである｡用役の提供を除 く財貨の製造販売の

場合についても,貴金属類が各取引段階のすべてにおいて課税 されるのを除いて,原則として

輸入もしくは製造の段階において-一度だけ課税 されるにとどまる｡

なお,年度間の変化について述べてお くと,1962年から1964年にかけて,それぞれの構成比

率は所得税においてほぼ3%ほど大 きくなっているが,関税も約 2,%,車業税は約 7%ほど人

きくなってきている｡

税収第 3位の所得税はすでにみたように全体の税収のわずか 9.9% にとどまる｡所得税は個

人所得税と法人所得税を舎むが 1964年度で個人所得税は 4億9千万バーツ,法人所得税は 3億

4千万バーツに達する(この金額は AsianTaxation1966による).

国税の税務行政は原則として大蔵省 (MinistryofFinance)によって 拒当される｡大蔵省

はわが国と違って予算編成などの事務を行なわず もっぱら租税の賦課徴収をその任務とする｡

大蔵省には 租税の 徴収に関する部門として 三つの部門が存在 し,それぞれ歳入局 (Revenue

Department),消費税局 (ExciseDepartment)および 関税局 (CustomsDepartment) と呼

ばれる｡歳入局は 歳入法典 (RevenueCode)に定め られている租税,すなわち所得税,印紙税

(stampduty),娯楽税 (entertainmentsduty),事業税,地方開発税 (localdevelopmenttax)

および看板税 (signboardtax)を所轄する｡消費税局は個別立法による各種の消費税を執行す

る｡消費税局の管轄に属する租税としては,酒税,ビール税,清涼飲料税,タバ コ税,マ ッチ

撹 (ライター税 も含む),セメン ト税,かぎタバ コ税,カー ド税,石油税がある(かつて利用者

に課せ られる Opium dutyがあったが今日では廃止 されている).関税局は関税法および関税
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定率令に基づ く関税の執行に当たる｡自動車税 (motorvehiclestax)および土地移転税 (land

transfer'sduty)は大蔵省ではなくて内務省の所轄に属 し,それぞれ関係部局 (PoliceDeparト

meれt,LandDepartment)によって執行 される｡

歳入局の所轄する租税の 賦課徴収に ついては (消費税局の場合 も同じ),まず全国を 9地区

(phaak)に区分 し- たとえばバンコクを中心に第 1地区,チェンマイを中心に第 5地区,さら

にソンクラーを中心に第 9地区というように- それぞれの地区を統轄する税務担当官がおか

れている｡これらの職員はそれぞれの地区全体の税務行政を監督する｡各地区には6ないし10の

県 (changwat)が存在 し,各県の税務担当官はそれぞれの 県内の税務行政を 統轄するととも

に主として租税の査定 (assessment)を行なう｡税務行政の一番下のレベルは各郡 (amphoe)

の担当官によって行なわれ,主として租税の収納徴収の事務を行なう｡たとえば,第 5地区に

おいては地区担当官は10名｡うち 1名の長, 1名の補佐官,2名の会計官および 6名の事務職

員からなっている｡各県には 1名の長, 2名の補佐官, 2名の会計官および6名ないし8名の

事務職員が存在する｡また各郡には会計官 1名,補佐 1名,事務職員 2名が配置されている｡

このようにして第 5地区全体としてほ税務職員は 362名に達する｡

3. 各 租 税

1) 所 得 税

1.個 人 所 得 税

課税年度は暦年による｡次のごとき所得が課税所得とされる｡俸給,賃銀,賞与,年金など

の給与所得,手数料などの所得,のれん,著作権その他の権利について受領する価額,利子所

得,配当所得,資産の賃貸料所得,自由業所得,工事請負所得,その他の事業所得である｡多

くの国の所得課税において一般にみられる capitalgainに対する課税が 行なわれていないこ

とが特徴的である (ただし株式もしくは出資の譲渡による場合は課税所得のなかに含まれてい

る)0 capitalgainが一般に課税されないことは,課税所得の定義の なかにそのような所得が

含まれていないことによっても知ることができるが,同時に,非課税所得として ｢遺贈により

取得 した財産または事業もしくは利益のために取得 したものでない財産の売却による収入｣が

かかげられていることから明らかである｡この点はタイ国の所得税制の欠陥の一つとして指摘

されているところである.非課税所得としてもう一つ注意すべき点は ｢自己もしくはその家族

によって耕作された米の売却によって農民の受ける所得｣が一般的に非課税とされていること

である.一部はおそらくこの非課税の故にまたこの非課税措置がなくとも一部は所得が最低課

税限変額に達 しないが故に,農民の多 くは所得税と無関係であるといわれている｡所得税の納

税義務者は約70万人であるといわれるが,そのうち約30万人が政府職員によって占められてい

る｡

それぞれの所得については必要経費が控除されるが,給与所得および手数料等所得について
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は一定の定額控除が設けられ,最高限を 2万バーツとする,収入の20%の控除が認められる｡賃

貸料所得,自由業所得,工事請負所得およびその他の事業所得について控除 さるべ き必要経費

についても,選択的ではあるが,定額控除 (より正確には定率控除)の方式が設けられている

ことは興味深いものがある (この必要経費の定額控除は 法人税にはない)｡この 定額控除の率

はいずれ も勅令によって定められているが,賃貸料所得についてはその資産の種類に応 じて10

%,15%,20%,30%とい う控除率が, 自由業所得については一本の30%とい う控除率が,工

事言責負所得 については80% とい う控除率が,そしてその他の事業所得 については事業の種類に

応 じて75%,80%,85%,90%とい う控除率が法定 されているのである｡この定額控除は選択

的なものであるから,いずれの所得の場合においても,もし納税義務者が実際に生 じた必要経

費の額を証明しその額がこの定額控除をこえるときには,実際に生 じた必要経費の額が控除を

認められることになる｡この定額控除の比率は世界銀行の報告書によって高すぎるものである

と指摘 されているのであるが,ある歳入局の役人は決 して高すぎることはないと報告書の指摘

に否定的であった｡

人的控除は 納税義務者について4000バーツ,納税義務者の 配偶者について 2000バーツ,およ

びその他の扶養家族 1名 ごとに 1000バーツが認められる｡税率は 1万バーツLr Fの 純所得に対

する10%から40万バーツをこえる純所得 に対する50%まで,超過累進税率が採用 されているC

源泉徴収は,給与所得,手数料等所得,のれん著作権等についての所得,利子所得 (ただ し

受取人が属住人である場合を除 く),および 配当所得に対 して行なわれるが,さらに 次の場合

に源泉徴収が行なわれる｡この点 も必要経費の定額控除などとともにタイ国所得課税の特徴の

一 つをなすものとい うことができるであろう｡すなわち,賃貸料所得,自由業所得,工事請負

所得およびその他の事業所得GL)場合であって, その支払いが政府, 政府組織, municipality,

sanitationdistrictその他地方行政庁によって行なわれかつその支払金額が 1万バーツ以上の

場合には,これら公的な支払者は1000分の 3の率をもって源泉徴収をなす こととなっているの

であるCほかの諸国ではみ られないようなこの種の源泉徴収が設けられたのは,政府の金が政

府外に流出することをできるだけ防止するためと,納税義務者によっては納税期の頃になると

事業を閉じてその所在がわからな くなることがあるためその対抗措置を設けるためである,と

いわれている｡源泉徴収をなすべ き者は源泉徴収の対象となる支払いをなした日から7日以内

に郡オフィスに徴収税額を納付 しなければならない｡ 7日以内にというのはわが国の翌月の10

日まで というのに比べてもかなり短い期限が定められていることになろう｡これ ら源泉徴収を

なすべ き者はその源泉徴収 して納付すべき税額については納税義務者と連帯 して納付義務を負

う｡

配偶者を有せずかつ課税所得が4000バーツをこえる者,配偶者を有せずかつ課税所得が もっ

ぱら給与所得か らなりしかもその額が 5000バーツをこえる者, 配偶者を有 Lかつ 課税所得が
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6000バーツをこえる者,配偶者を有 Lかつ課税所得がもっぱら給与所得からなりしかもその額

が7500バーツをこえる者は,毎年 2月末 日までに申告書を提出しなければならない｡このよう

に提出された申告書にかかる税額で納付すべき額が存するときは,その申告の際に郡オフィス

に納付 しなければならない｡いわゆる申告納税方式が採用されているわけである｡なお,源泉

徴収に服 しない課税所得が 1万バーツ以上に達する者は,予定申告納付を求められることがあ

る.納税が適正に行なわれるためには納税義務者- とくに事業所得者の場合- において正

確な帳簿が準備されていることが不可欠である｡そしてこれはいずれの国においても多かれ少

なかれ問題となることであるが,タイ国においてもそのような記帳は必ず しも十分なされてい

ないようである｡また申告をしないことなどによるかなりの脱税の存在が多 くの関係者によっ

て認められており,とくに華南の場合が一番問題となるといわれているo筆者の一般的印象は

脱税を防止するための特別の努力が払われているようにはみえなかったことである｡とくに税

務職員の研修に関する一般的な計画は存 しないとい うことであった｡

タイ国の所得課税を,いや税制全体についてもそういって差 し支えないと思われるが,それ

を貫いている一種の形式主義 (ここではおおまかに,徴税の便宜の考慮と結びついた,担税力

に実質的にそ くした課税の仕方から離れる課税の仕方をいう)は次の点にも現われていると思

われる｡すなわち,ある者が権源に関する文書にかかげられた財産の所有者でありかつその財

産が課税所得の源泉をなす場合,またはそのような文書によって課税所得を取得する場合,そ

のことを示す権源に関する文書に表示された者は当該所得に対する所得税を課 されるものとさ

れているのである｡つまり,権源に関する文書に名前の表示されている者が課税 されるという

名義主義がここで採用されているわけであって,通常多 くの場合は名義人と実質的な所得の享

受者とが一致するのであるからそのような場合はとくに問題はないが,課税を免れるために財

産の名義を分散するような場合は実体にそ くした課税は行なわれないことになるのである｡課

税の不公平は免れないであろう｡

ii.法 人 税

課税年度は法人の会計年度による｡期間は原則として12カ月である｡課税所得はいうまでも

な く法人の事業から生ずる純益 (netpro丘t)である｡ 純益を算定するために 減価償却費の控

除がなされる場合は勅令で定める減価償却率によって算定 されなければならない｡任意償却は

許されない｡いわゆる減耗控除 (depletion)は認められない｡正当な理由な く対価を伴わない

で,もしくは市場価格より低い対価によって資産の譲渡がなされる場合は,市場価格に基づい

た価額が決定されるO貸倒損失の控除は認められる｡しかし貸倒引当金をはじめ引当金または

準備金の設定は原則として認められない｡公けの慈善事業に対する場合を除いて寄付金の控除

は純益の 1%まで しか認められない｡交際費は合理的な額に限って認められる｡株主もしくは組

合員に対 して支払われる給与の控除も合理的な額の範囲内で認められる｡一般的に,事業遂行上
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必要な経費 しか控除は認められない｡また,経費の支出は一般にその受領者が明らかにされない

限り控除を認められない｡以上,引当金の控除否認といい,また減耗控除を認めないことといい,

全体として必要経費の控除はわが国などに比べてその認められる範囲は狭いといってよいであ

ろう｡なお,個人所得税の場合に認められる必要経費の定額控除の制度は法人税には存 しない｡

法人税の税率は比例税率ではな くて緩やかな超過累進税率として定められている｡すなわち,

50万バーツ以下の純益については15%,50万バーツ超100万バーツ以下の純益については20%,

100万バーツをこえる純益については25%という具合である.

会計年度の終了後 150日以内に法人税の納税義務者は申告書を提出し,かつ同時に租税を納

付 しなければならない｡ 納付先は郡オ フィスである｡ 法人税の納税義務者数は全体として約

1万3000,そのうち9000がバンコクおよびその周辺部に存在するといわれているが,その納税

情況が必ず しもよ くないことは 個人所得税の場合と 同様のようである｡タイ国では 一般に 所

得税 (法人税 も含む)の歳入中に占める地位を引き上げることが望ましいと考えられているよ

うにみうけられるが,そのためにはおそらく税法白休の改正よりもむ しろまず税務行政を強化

するとともに納税義務者の協力をいかにして得ることができるかを考える必要があると思われ

る｡なお,納税義務者が申告書を提出せず,または必要な会計記録をなさずもしくは会計記録

を提出しない場合において,総収入金額のみが判tjJ]するときは,その総収入金額の 2%の率で

税額を決定することができる,とされている｡これも徴収の便宜のための一種の形式主義には

かならないであろう｡

個人所得税の場合と同じように,政府,政府二組織,municipality,sanitationdistrictまた

はその他の地方行政庁が法人税の納税義務者に対 して課税所得を構成すべき金額を支払 うとき

は,これらの公的な組織は支払いの際に 1%の率をもって源泉徴収を行なう｡

ある個人およびその家族が有する株式もしくは出資の金額が全資本金額の50%をこえる場合

には,その会社 もしくは組合 (同族法人)は法人税ではな くて個人所得税を課せ られる｡この

ような法人はその性質上個人事業と異なるものではないとの考慮に基づ くものである｡

なお,法人が純益 もしくは純益の積立金についてタイ国外においてこれを処分するときは,こ

れに関する申告書をその処分のときから7日以内に提出するとともに,その処分にかかる金額

について15%の税率を適用 した税額を納付しなければならない｡このような特別の課税はタイ

園内で獲得 した事業利益が外国に送金されるのを抑えることを目的とするものであるが,この

ような特別の課税はタイ国内で法人利益の処分がなされる場合は株主について個人所得税が諜

せ られることとのバランスをとるために 支持 されるものであるといわれている (Proceedings

ofthe SpecialMeetingofJapan TaxAssociationonTaxSystem andAdministration

inAsianCountries,1964,p.96)0
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2) 事 業 税

事業税の納税義務者は歳入法典中の事業税率表にかかげられた各種の取引に従事する者であ

るが,貴金属の販売の場合を除いて,通常,取引の一段階においてのみ課せ られる｡課税標準

は各月中の総収入金額である｡課税物品および納税義務者ならびに税率は大要次のどとくであ

る(かっこ内の百分比は税率)｡

冷蔵庫,クーラー,換気装置,送風機, 乾燥機, 洗濯機, 電気掃除機, トースターその他

電気製品,石油もしくはガス燃料による製品,時計,テレビ,ラジオ,レコ- ドプレーヤー,

テープレコーダー,楽器,映画用カメラ,通常のカメラ,映写機等については輸入業者または

製造業者(12%).電灯,電気扇風機,電気アイロン,原動機つき自転車,そのモーターについ

ては輸入業者または製造業者(10%)｡乗用車,定員10名以下のバスについては輸入業者または

製造業者(20%)｡ウイスキー,ブランデイ,ブ ドウ酒その他のアルコール飲料については輸入

業者または製造業者(25%,ただしビールは5%)｡国内で作製される書籍,文書,印刷物につ

いては第 1次段階の販売業者 (2.5%)｡金,プラチナ,銀,ダイヤモンド,サファイアその他

の貴金属および貴金属製品についてはすべての取引段階における販売者(3%)｡ゴム,鉱物に

ついては輸出業者 (4%,ただし これらによる製品については 5%)｡工場法に定める工場に

引き渡される半製品または材料として用いられる製品で命令にかかげられるものについては輸

出業者または製造業者 (1.5%)｡半製品または材料として用いられる製品で工場法に定める工

場以外に引き渡 されるものについては輸出業者または製造業者(5%)｡半製品または材料とし

て用 うべき製品で工場経営者によって他に譲渡されまたは材料として用いられないものについ

ては当該工場経営者(5%)｡その他の物品については輸入業者または製造業者(5%)｡精米お

よび製材についてそれらの事業の経営者 (3.5%および4%)｡電気または水の供給についてそ

れらの事業者 (1.5%)｡印刷,製本,写真の撮影,現像,焼付,建築,広告,理髪美容等の役

務の提供についてそれぞれの事業者(2%)｡動産の賃貸について賃貸人 (2.5%)｡倉庫業につ

いてその事業者 (2.5%)｡ナイ トクラブおよびキャバ レー(10%),ホテル(7.5%),レス トラ

ン(5%),国産の食事,衣,コーヒー等を主として提供するレス トラン (2%)の事業につい

てその経営者.運送業についてその事業者 (0.5%)｡質屋業についてその経営者 (2.5%)｡仲

買人,代理人等としての役務の提供についてそれらの者 (5.5%)｡不動産業についてその事業

者 (3.5%)｡政府機関を除 く金融機関の行なう事業についてその事業者 (利子,割引等につい

ては2.5%,通貨交換,流通証券の売買,海外送金については10.5%)｡各種の保険事業につい

ては保険業者 (生命保険の場合2.5%,その他の場合 3%)0

このような事業税の課税について目につ くことは,ゴム ･鉱物の事業税は納税義務者が輸出

業者とされていることからその性質は輸出関税であり,また各種の物品につき製造業者となら

んで輸入業者が納税義務者とされているがこれらの場合輸入業者が納税義務者となる事業税は
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輸入関税としての性質を有することになろう｡また,間接税は一 般に,生活必需品の課税をも

たらすような課税ほどの国でもできるだけ行なわないのが原則であるが,事業税はこのような

原則にかかわらず精米事業,電気 ･水の供給についても税率は低いが諜せ られることになって

いることであろう｡

納税義務者は,毎月の課税標準額,税額を翌月の15日までに申告 し,その申告のときに納税

しなければならない.申告納税方式によるわけである.収入のない場合でも申告は必要とされ

ている｡

3) 看 板 税

課税年度は暦年による｡看板にかかげられた名前,商標の帰属者が納税義務を負う｡興行用

の看板,チラシ広告,時おり開かれる市場の看板等は非課税である｡納税義務者は毎年 3月末

までに郡オフィスに申告書を提出し,査定通知書受領後15日以内に納税 しなければならない｡

税率は,タイ語のみの看板については500平方センチメー トルまたはその端数面積ごとに 1バ

ーツ,タイ語と外国語による看板については 5バーツ,タイ語を含まない看板については10バ

ーツと定められている｡ただし広告用看板はこれらの4分の 1の税率による｡

4) 印 紙 税

納税義務者,課税物件,税率は歳入法典中 の印紙税額表にかかげられている｡土地建物等の

賃貸借,株式社債等の譲渡,資産の買取選択つき使用契約,請負契約,金銭賃借,保険証券,

代理権委任,会社総会における投票権の委任,為替手形,約束手形,船荷証券,株式社債等の

発行,小切手,銀行預金 (利 子 付 ) 領収書,信用状,旅行者用小切手,運送領収書,保証,担

煤,倉庫証券,荷役指図書,代理,仲裁裁定,会社設立,組合契約,受領書,不服申立書など

に関する文書について印紙税が課せ られる｡税率は 1通につきそれぞれの金額などに応 じて種

種に定められている｡たとえば受領書はその金額20バーツごとに10サタン,土地建物の賃貸借

の場合賃料100バ-ツごとに10サタン, といったような具合である｡ 課税物件についてわが国

の印紙税と比べてとくに目につ くことは不動産の譲渡に関する文書が全 く含まれていないとい

うことであろう｡

5) 娯 楽 税

各種の入場料金を課税標準として,入場券に印紙を貼付するか,スタンプ付の入場券を使用

するかまたは現金の支払いをもって,納付 される｡娯楽施設の所有者が納付義務を負 う｡税率

は次のごとくである｡映画50%,文部省が組織するスポーツ10%,その他20%,これらの各種か

らなる場合,高いほうの税率｡無料入場の場合にもその座席の等級に応 じて課税される｡収入

が公けの目的にあてられる場合,歳入局長の承認を得て寺院内で毎年行なわれる催 し物,入場

料が50サタンをこえない 場合,教育施設のため文部省が組織するスポーツなどは課税されないO
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6) 地 方 開 発 税

地方開発税は,その徴収費を除いて全額,その徴収される県の地方開発,たとえば,教育施設,

保健センター,道路,港鶴,公共用井戸などの建設修理のために充てられるべき目的税である｡

土地を所有 しまたは個人の所有にかからない土地を占有する者は毎年この税を納付 しなけれ

ばならないOただし,居住, 家畜飼育, 耕作のための土地については, たとえば municipal

area以外の土地は5ライ,tambolmunicipalareaまたは sanitationdistrict内の土地は

1ライが課税を免除される｡また,公けの所有にかかる土地,公けの目的のための土地,宗教

にかかる土地等は非課税とされる｡

県の governorが任命する委員会(若干の民間人も含む)が土地の mediumcapitalvalueを

決定 し,この価額が課税標準となる｡税率については 1ライ200バーツ以下の価額の土地に対す

る50サタンから1ライ40万バーツ超 50万バーツ以下の価額の土地に対する400バーツまで42の

bracketが定められ,さらに 1ライ50万バーツをこえる土地については価額 1万バーツごとに

100バーツの税率が定められている｡ただし, 季節的作物を栽培する農地については 普通の税

率の半分の税率を適用 し,また遊閑地については普通の税率の 2倍の税率を通用することとし

ている｡

7) 各 種 消 費 税

清涼飲料税は清涼飲料の製造業者または輸入業者に対 して諜せ られ,税率は440立方センチ

メー トルごとに10サタン,翌月の15日までに各月の税額を納付する｡

酒税は酒類の製造業者または輸入業者に対 して課せ られ,税率は純アルコール飲料 1リッタ

ーにつき10バーツ,蒸留酒でないものについては 1リッターにつき5バーツ,翌月の15日まで

に毎月の税額を納付する｡

タバコ税はタバコ販売業者 および 製造業者に対 して課せられ, 税率は製造業者に 関しては

Cigarette l箱10グラム以下のものについては 2サタン,10グラムをこえるものについては 5

グラムごとに 1サタン,その他のタバコについては10グラムごとに 1サタンとされている｡こ

れらは証紙によって納付 されるO このほか一種の免許税が課せ られるoたとえば 100箱以上の

タバコを所有するタバコ取扱業者は年 5バーツ,Cigaretteの製造業者は年200バーツを納付 し

なければならない｡タバコ税は課税通知書を受領後90日以内に納付する｡

かぎタバコ税はかぎタバコの製造業者に対 して課 され, 1グラムごとに50サタンの税率によ

り,課税通知書受領後30日以内に納付 される｡

セメント税はセメント製造業者に対 して課 される｡税率は 1キログラム当り5サタン｡課税

通知書受領後 1カ月以内に納付 しなければならない｡

石池税は各種製品の製造業者に対 して課せ られる.税率はベンジン1リッターごとに0.8バ

ーツ,灯油 1リッターごとに0.33バーツ,ジェット航空機燃料油 1リッターごとに0.33バーツ.
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ディーゼル機関燃料油 17J ツタ-ごとに0.12バーツ,濃縮潤滑油 1キログラムごとに 1バーツ,

液体潤滑油 1リッターごとに0.66バ-ツ,重油 1トン当り440バーツ,アスファル ト1トン当

り10バーツ｡課税通知書受領後10日以内に納税 しなければならない｡

マ ッチ税の納税義務者はマ ッチ製造業者｡税率は平均 1箱 60本以下の場合マッチ 100箱につ

き0.33バーツ, 1箱 60本をこえる場合は30本ごとに 100箱につき0.195バーツを加 える｡箱に

はい っていないマ ッチについては 1キログラム当り0.5バーツ｡課税通知書受領後 1カ月以内

に納税 しなければならない｡

カー ド税はカー ド (playingcard)販売業者に諜せ られる｡税率は 100枚につき10バーツ｡

翌月の10日までに納付する｡他に一種の免許税 として小売業者は年 3バ-ツ,卸売業者は年30

バーツを納付する｡

8) 関 税

輸入関税の課税物品は各方面にわたり多種多様であってその一つ一つについて挙げることは

できないが,関税定率令に従 った大まかな分類を示すことによってある程度課税物品の内容を

知ることができるであろう｡関税定率令は輸入関税品目について21の分類を行なっている｡す

なわち,生存 している動物および動物製品,植物製品,動植物油およびその製品,食料品,宿

涼飲料,アルコール飲料,酢およびタバコ,鉱物製品,化学製品,樹脂プラスチック等原料お

よびその製品,皮およびその製品,木材等およびその製品,紙原料およびその製品,織物,靴 ･

帽子その他装身具類,石 ･しっくい ･セメン ト等 による製品,貴金属類,重要金属およびその

製品,機械装置,乗物,航空機および船舶等,光学機械,医療機具,時計および楽器等,武器

弾薬,その他の製品,美術品である｡税率は従価税率の場 合についていえば 5%から80%の範

囲にわたっているが,もっとも多い税率は10%台,20%台,30%台の税率である｡

輸出闇税は,栄,鉄または鋼のスクラップ,皮革,ゴム,チークその他の木材についてのみ

課せ られる.税率は一般に低 く従価税率の最高 (ゴム板の場合)で20%にとどまる｡

4. 産 業 奨 励 措 置

税制をその国の経済発展のためのインセ ンテ ィブとして利用 しようとする傾向はいずれの国

においてもみられ,しかも近年ますます強められる傾向にあるといってよいであろう｡タイ国の

場合そのような措置は通常の税法の巾にも若干み られるところである (たとえば農業所得の所

得税免除)が,とくに工業の開発に租税上の刺激を与えよ うとするものとして1962年の産業投

資奨励法 (PromotionofindustrialInvestmentAct)がある｡この法律は1954年にできた産

業奨励法 (IndustrialPromotionAct)の特別措置を拡充発展させたものである.

この法律によると,奨励すべ き産業活動を三つのグループに分けているo Aグループに属す

る産業活動は国の経済にとって必要かつ不可欠の産業活動をいい,Bグループに属する産業活

動はAグループに属するもojより国の経済にとって必要かつ不可欠の程度が弱いものをいい,
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さらにCグループに属する産業活動はA,Bグループ以外のものをいう｡いずれの産業がどの

グループに属するかは具体的に省令によって指定 されており,この省令の定めによってタイ国

政府がどのような産業の開発を重要と考えているかを知ることができるであろう｡省令は各グ

ループごとに業種, その必要な規模, 特典適用条件などを定めている. Aグループに属する

業種のみをかかげてお くと次のどとくである｡製鉄,製鋼,スズ精鋭,鉛精錬,亜鉛精錬,鍋

精錬,アンチモニー精錬,タングステン精錬,マンガン精錬, トラクター製造組立て,自動車

スペアパーツ,自転車または三輪オー トバイ,内燃または電気原動機,農業用機械,揚水ポン

プ,機械工具,鋳鉄管,鋼管,アズベス トス ･セメント管,プラスチック管,自動車タイヤチ

ューブ,二酸化炭素,苛性 ソーダ,炭酸ソーダまたはソーダ灰,アンモニア,硝酸,塩酸,演

縮 latex,化学肥料,プラスチック粉末,合成繊維,ラック製品,家庭電気器具,殺虫剤,ラ

ジオ部品,テレビ部品,ラジオ ･テレビ以外の電気製品,フイルム, ミルク製品,植物油,袷

凍である｡

この法律による特別措置の 通用を受けようとする者は投資委員会 (Boardoflnvestment,

総理府所管の委員会)に申請書を提出して, 被奨励者 (promotedperson)としての資格を認

定 してもらわねばならない｡認定されるときはその旨の証明書が交付 される｡

被奨励者と なった者 (法人も含む)は, その行なう事業と競争関係に立つ 事業を政府が新

しく始めることはないこと,およびその事業を国有化することはないことの保証を与えられる

とともに,他の法律により許された範囲をこえて事業に必要な土地の所有を認められることが

あり,また原則として外貨による海外送金が保証され,さらに被奨励事業の外国人従業員 (熟

練労働者または専門家)のタイ国内滞在について特別の考慮が与えられる｡このような租税以

外の特典とならんで,租税上の優遇措置としては次のごときものが設けられている｡

まず第 1に,産業活動に必要な機械,部品および付属品,ならびに投資委員会が承認した組

立式の工場建設資材その他工場建設に必要な材料および道具に関する輸入関税が全額免除され

る｡第 2に全 く同一のこれらのものについての事業税が全額免除される｡第 3に,被奨励者が

法人の場合については,その法人がはじめて製品の販売を行なうか,もしくははじめて所得を

得た年度から5課税年度について当該産業活動から生ずる所得に関する税(法人所得税)を免除

される｡第 4に,ここではじめてA,BおよびCの各グループ-の分類が意味をもってくるの

であるが,Aグループに属する被奨励者については,投資委員会の定める5年間内に生産のた

めに用いられもしくは用いられるとみられる量において,当該産業活動の用に供せ られるため

に輸入された原料もしくは必要な材料に対する輸入関税および事業税が全額免除される｡Bグ

ループに属する被奨励者についてはこれらの関税および事業税の 2分の 1が免除される｡さら

に,Cグループに属する被奨励者については,この場合は内閣の承認を得て投資委員会の決定

するところに従い,これらの関税および事業税の最高 3分の 1までの免除が行なわれる｡第 5
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に,投套委員会の決定するところに従い,被奨励者の/i産 した生産物を輸出する場合において,

それに課せ られるべき輸出関税または事業税の全部または一部の免除が行なわれる｡最後に,

投資委員会の決定するところに従い,被奨励者の生産 した生産物と同種の生産物 (被奨励者以

外の者の生産 したもの)についての輸入関税を増徴することが認められる｡

以上のように,タイ国でとくに認められている産業奨励のための税制上のインセンティブは

すべて免税という方式が採用されているのである｡周知のように産業に対するインセンティフ

として採用され うる方法には別の種類のものも存在 しうるし,また他国の例にもこれをみるこ

とができるのである｡すなわち,免税という方式のほかに,たとえば租税の繰延べを意味する

ところの各種の利益留保的な準備金の設定の容認および通常の償却額以上の償却を認める特別

償却の方式が存するのである｡この種のものは特定の支出を税法上保護 し (たとえば試験研究

のための準備金)または特定の機械設備の償却を早めることによってより新 しい機械設備の更

新を促進することに役立つものであり,たんなる一般的な租税の免除より場合によってはきめ

の細かい特別措置として働きうるものであるが,同時に税務行政の観点からいえぱたんなる免

税よりいっそう複雑な問題を提供することになろう｡タイ国の税務行政の現状からいってより

単純な免税方式のみの採用はあるいは賢明なやり方であるかもしれない｡現在の範囲の奨励措

置についても,たとえばA,B,Cの三つのグループを区分する基準が必ず しも明確ではない

とか,この法律を適用するために必要な各企業の実休の調査が不十分であるためにこの法律の

適用に当たって納税義務者との問の紛争が絶えないとか,あるいはまた関係職員の数が不十分

であるとかの批判も聞かれていることを考えると,より洗練 されたインセンティブを設けるこ

とはむしろ将来の課題といってよい ようである｡なお,1963年末までに被奨励企業の証明書を

えた企業は217に及びその資本合計は18倍バーツに達 し,輸入闇税免除朗が 9千万 バ ーツに 運

するといわれている｡

Ⅲ タイ国税制の若干の特徴

以上述べてきた所ですでに指摘 したことも含めて,タイ国税制の若干の特徴をなす点を述べ

てお くことにしよう｡

税制全体を直接税と間接税とい う二分論に立ってみるならば,タイ国の税制が著 しく間接税

に傾いていることは明らかである｡間接税が全体の国税収入の87.2%を占めるというその数字

がこのことを物語っている｡このような傾向は他の東南アジア諸国の税制と比べてもタイ回の

場合がもっとも著 しいのである｡ しかも,この間接税のなかでも閑税収入がその半分に近い税

収を生みだしているのであって,このような関税重視の傾向もまた他の東南アジア諸国の場合

に比べてもっともきわだっているのである｡多 くの場合関税とくに輸入関税は国内産業の保護

の見地によって支配されることが多いのであるが,タイ国の場合はむしろそれによってできる
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だけ多 くの税収を挙げるという目的がもっとも重視 されてきているのである｡このような関税

を中心とした間接税に傾いた税制はその間接税という税制の性質からして当然担税力との観点

からは逆進的に作用するものであって,その意味では担税力により適合 した課税という近代的

な税制の目指す価値を重視 しないことを意味する｡また間接税は一般に指摘されているように

直接税とくに所得課税ほど複雑な行政を必要とせずまた国民の負担感を直接に刺激することが

少ないために,このような間接税に偏重したタイ国税制はむしろ税収の確保の価値を重視する

ことを意味するものであろう｡

税収の確保という見地に支配される税制はもっと長期的観点に立つならば税制の種 々の経済

的影響を考慮 しそれ らを積極的に取 り入れた fiscalpolicyを織 り込んだ税制を 必ず しも排斥

するものでないと思われるが,タイ国の税制にはそのような考慮はほとんど払われていないと

いってよいようである｡むしろ,簡易な徴税の手続という観点が支配的であるように思われる｡

税制全体が間接税によって構成 されているという事実自体まさしくこの簡易な徴収の手続を意

味するものであろうし,このような観点は本来複雑な制度であるべき所得課税のなかにもいろ

いろな形であらわれてきているのである｡政府‥その他公的な機関が取引の相手方としてあらわ

れて くる場合も含む源泉徴収制度の大幅な利用,必要経費に対する定額控除制度の採用,一定

の場合の外形標準 (収入金額)による課税方式の採用,名義人による課税の承認など簡易な徴

収手続を示すものであろう｡これ らのうち源泉徴収制度を除 く他の諸方式の採用は担税力によ

り合致 した課税という所得課税のす ぐれた特徴を弱めるものであろう0

新 しい税種を創設 しあるいは直接税の比重を増大せ しめるためにはなによりもその前提とし

て税務行政の質を改善 しなければならないであろう｡タイ国の税務行政あるいは納税者の現情

からいうならば現在の税制はむ しろそれにふ さわしいものであるかもしれない｡タイ国の租税

制度にとって必要なことは新たな税を採用することではな くて現在の税に関 してその内容に若

干変更を加えながら(たとえば capitalgainsの課税は是非必要と思われる)もむしろその行政

をいかに充実させるかということであろう｡そのためにはまず職員の訓練に関する一般的な計

画がたてられることが必要であろう｡それとともに担当官により税法の解釈が異なることによ

って納税者との問に無用の紛争の生ずるのを避けるためにも統一的な行政の執務基準- わが

国の通達のごときもの- を設けることが必要ではないかと思われるのである｡さらにもっと

も重要なことは納税についての国民の協力をいかにして確保することができるかという問題が

ある｡この点の解決はむしろ税制とか税務行政以外の領域の諸事情に多 く依存する問題である

といわねばならないであろう｡

この小論ではなお論ずべき多 くの事柄が取 り上げられないままに残 されている｡その一つは

地方税制である.地方税についてはよるべき情報が不足 しているために取 り上げなかったので

あるが,税制全体のなかで果たしている地方税の役割は非常に限られたものであるといってよ
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いであろう｡また国民全休または国民の各階層 (これ は い ろいろな)'Tl度から区分することがで

きるが)の租税負担の税度の問題も論ずべ き事柄であろう｡ しか しこの点は筒甲には論 じられ

えない問題の一つである｡なぜならばそcJj場合かなり広 く行なわれていると思われか-)その上

に圧潰 りの困難だ地方住民o)労役uj提供 を 考慮するというIFLEJ題が存するからである｡
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